
平成９年横審第７６号 

油送船ダイヤモンドグレース乗揚事件 

 

言渡年月日 平成９年１２月２５日 

審 判 庁 横浜地方海難審判庁（川村和夫、大本直宏、原清澄、参審員巻島勉、同柳川三郎） 

理 事 官 坂本公男、山田豊三郎 

 

損 害 

右舷後部船底外板にき裂、２番右舷タンクＦ８３横置隔壁下部付近に破口及び凹損ほか、原油約１，４

００メトリック・トン流出 

 

原 因 

針路選定不適切 

 

主 文 

 本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことに因って発生したものである。 

 受審人Ａの横須賀水先区水先の業務を１箇月停止する。 

 

理 由 

（事実） 

船 種 船 名 油送船ダイヤモンドグレース 

総 ト ン 数 １４７，０１２トン 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

出 力 ２１，９１７キロワット 

 

受 審 人 Ａ 

職 名 水先人 

水 先 免 状 横須賀水先区水先免状 

 

指定海難関係人 Ｂ 

職 名 船長 

 

事件発生の年月日時刻及び場所 

平成９年７月２日午前１０時４分 

東京湾中ノ瀬 

 

１ ダイヤモンドグレース 

 ダイヤモンドグレース（以下「ダ号」という。）は、平成５年８月２４日Ｃ社Ｚ造船所で起工され、



翌６年８月３日に財団法人日本海事協会（以下「日本海事協会」という。）の船級を取得して竣工した

油送船で、主要目は次のとおりである。 

全 長 ３２１．９５メートル 

垂 線 間 長 ３１０．００メートル 

幅       ５８．００メートル 

深 さ ２９．５０メートル 

載貨重量トン数 ２５９，９９９トン 

１ 船体構造 

（１） フレームスペース等 

 フレームスペースは、船尾垂線をフレーム番号０（以下、 フレーム番号については、Ｆと数字で表

記する。）とし、ミリメートルを卖位として、次のとおりとなる。 

船尾垂線からＦ１４まで     ７８０ 

Ｆ１４からＦ４８まで      ９００ 

Ｆ４８からＦ４９まで    ４，１００ 

Ｆ４９からＦ９１まで    ５，９５０ 

Ｆ９１からＦ９３まで    ２，６５０ 

Ｆ９３からＦ９５まで    ３，２５０ 

Ｆ９５から船首垂線まで   １，９２０ 

船首垂線から船首端まで  約５，０００ 

船尾垂線から船尾端まで  約７，７００ 

（２） 上甲板下の横断形状 

 上甲板は、舷側から船体中心線に向かって緩やかなキャンバーがあるが、船底都は、船底外板両舷端

の湾曲部を除きＦ０からＦ８８間にはライズ・オブ・フロアーがなく平坦で、船側外板も同区間がタン

ブルフォームでなく垂直平行であり、船首部はＦ８８付近から船首端に向けて形状を収束させている。 

（３） 横置隔壁及びタンクの配置 

 Ｆ４９の機関室前壁までの横置隔壁は、船首方からＦ９１、Ｆ８３、Ｆ７５、Ｆ６５及びＦ５７に位

置し、貨物油倉は、２枚の縦通鋼板で左舷、中央及び右舷の３区画に分かれ、船首収束部を除く中央タ

ンクを幅約２５メートルとし、次のように配置され、フォア・ピーク・タンクと、２番及び４番の両舷

タンクは、いずれもバラストタンク専用となっていた。 

船首からＦ９１まで    フォア・ピーク・タンク 

Ｆ９１からＦ８３まで   １番左舷、中央及び右舷の各タンク 

Ｆ８３からＦ７５まで   ２番左舷、中央及び右舷の各タンク 

Ｆ７５からＦ６５まで   ３番左舷及び右舷の各タンク 

Ｆ７５からＦ７０まで   ３番中央タンク 

Ｆ７０からＦ６５まで   ４番中央タンク 

Ｆ６５からＦ５７まで   ５番中央タンク 

同右           ４番左舷及び右舷の各タンク 

Ｆ５７からＦ５１まで   ５番左舷及び右舷の各タンク 



Ｆ５７からＦ４９まで   ６番中央タンク 

Ｆ５１からＦ４９まで   左舷及び右舷の各スロップタンク 

（４） 船橋及び航海計器類の配置 

 船橋は、Ｆ４９隔壁の船尾方に配置された機関室上方の、上甲板上六層の船橋楼の最上層に位置し、

同層中央部の長さ約７メートル幅的１２メートルの区画で、航海計器類は、船橋前壁上部に、速度計、

回転計、舵角指示器、回頭角速度計、時計及び操船スピードテーブル表示盤等が配列され、船橋前面床

上に、１号、２号各レーダー、国際ＶＨＦ無線電話装置（以下「ＶＨＦ」という。）、操船用コンパスレ

ピータ（以下「操船用コンパス」という。）、ドップラーソナー及び主機遠隔操縦装置等を備え、船体中

心線付近で船橋前壁から約２．２メートル船尾方に操舵装置を配していた。 

（５） 操船位置 

 操船位置は、船橋両ウイング端の壁面内側に、船首端まで２７３．６２メートル船尾端まで４８．３

３メートルと示されているところがその前後位置で、操船用コンパス近くの船体中心線付近である。 

 以後、ダ号の船位表示及び他船との相対位置関係は、操船位置をもって表す。 

（６） 音響測深機及びドップラーソナーの各船底区画 

 音響測深機の送受波器部は、Ｆ９２と衝突隔壁との間に、ドップラーソナーの送受波器部は、Ｆ９３

とＦ９４との間及びＦ４３とＦ４４との間に、いずれも船体中心線付近の船底小区画の中に設けられて

いた。 

２ 積載原油量 

 積載原油量は、マラッカ海峡通航時において、いずれもメトリック・トンを卖位として、次のように

ほぼ満載状態でタンク配分されていた。 

１番左舷タンク １５，０１３ 

１番中央タンク ２６，２２１ 

１番右舷タンク １４，８８８ 

２番左舷タンク － 

２番中央タンク ２８，４７７ 

２番右舷タンク － 

３番左舷タンク ２３，５８８ 

３番中央タンク １７，８１９ 

３番右舷タンク ２３，５８０ 

４番左舷タンク － 

４番中央タンク １８，７８７ 

４番右舷タンク － 

５番左舷タンク １１，５７９ 

５番中央タンク ３０，７８２ 

５番右舷タンク １１，５７５ 

６番中央タンク ２８，５０６ 

左舷スロップタンク ２，８１６ 

右舷スロップタンク ２，８１６ 



３ 運動性能 

（１） 主機毎分回転数及び速力 

 主機毎分回転数（以下、主機回転数は毎分のものを示す。）及び速力は、ほぼ満載状態において、航

海全速力７６回転時１６ノット、港内全速力５７回転時１２ノット、同半速力４２回転時９ノット、同

微速力３３回転時７ノット及び同極微速力２３回転時５ノットで、軽荷時の港内速力が、それぞれ１ノ

ット増となっていた。 

（２） 逆転停止性能及び主機関制御模様 

 逆転停止性能は、ほぼ満載状態において、初期速力が１６ノットの航海全速力時と、１２ノットの港

内全速力時では、いずれも緊急逆転を指令後、プロペラの逆回転の開始までに３分４０秒及び風向によ

って０分１２秒ないし１分０秒、逆転回転数６２の整定までに１０分１１秒及び６分０秒、船体停止ま

でに１８分３３秒及び１４分４８秒の各時間を要し、同停止時の進出距離が４，４９１メートル及び２，

８４４メートルで、主機関制御模様は、航海速力状態からスタンバイ・エンジンの主機回転数５７まで、

ほぼ２分間に１回転の割合で下げるようになっていた。 

（３） 旋回性能 

 旋回性能は、ほぼ満載状態において、航海全速力で進行中、最大舵角３５．５度を令してから次のよ

うな左旋回対右旋回の数値を示していた。 

 最大舵角となるまでに各１６秒で、最大縦距が９５４メートル対９６９メートル、最大横距が１，０

１６メートル対１，０７４メートル、次の各旋回角度を得るまでが、５度までに３１．４秒対３１．６

秒、９０度までに２分４８．６秒対２分５０．３秒、１８０度までに５分５５．５秒対６分０秒、２７

０度までに９分４６．３秒対９分５４．３秒、３６０度までに１３分５５秒対１４分２秒の各時間を要

し、舵一杯を指示して船首端が約２００メートル進出してから左旋回又は右旋回の応答が現れていた。 

 

２ 運航形態等 

 ダ号は、パナマ共和国のＤ社（以下「Ｄ社」という。）とＥ社（以下「Ｅ社」という。）で共有し、こ

の２社と同国のＦ社（以下「Ｆ社という。）とが船舶管理契約を締結し、Ｅ社がＤ社からダ号を裸用船

して船舶管理手配を行い、Ｅ社とＧ社（以下「Ｇ社」という。）とが定期用船契約を結び、Ｇ社とＨ社

（以下「Ｈ社」という。）との間で再び定期用船契約をし、Ｉ社を親会社とするＨ社が契約上の運航者

であった。 

１ Ｊ社 

（１） 関連会社 

 Ｊ社（以下「Ｊ社」という。）は、Ｇ社が筆頭株主で、Ｊ社の１００パーセント出資会社としてＦ社

があり、外国人配乗を除いてＦ社と船舶管理契約を結び、また、フィリピン共和国に設立したＫ社（以

下「Ｋ社」という。）と船員派遣契約をしている。 

（２） 沿革 

 Ｊ社は、平成元年４月にＬ社、Ｍ社及びＯ社が合併して、Ｐ社（以下「Ｐ社」という。）を設立し、

同４年７月にＪ社と商号を変更し、社団法人日本船主協会（以下「日本船主協会」という。）に加入し

ている。 

（３） 主たる事実 



 Ｊ社は、Ｇ社が所有する９隻を裸用船し、これらが同社に定期用船され、また、外国船籍であるダ号

以下７隻の船舶管理を引き受け、Ｇ社がこれらの運航業務を行っている。 

（４） 社内組織、人員構成及び管理船舶への配乗 

 Ｊ社は、総務部、統括部及び船舶管理部からなり、船舶管理部に安全、技術、配乗及び運航を担当す

る４部門を置き、安全管理を行わせている。 

 人員構成は、役員８人、陸上従業員１９人及び海上従業員２２４人からなり、海上従業員の内訳とな

る職員１６５人及び部員５９人が、いずれも日本人船員である。 

 船舶への配乗については、船長、機関長等の５職務に日本人船員５人を配し、その他の職務には外国

人船員を配置するのを標準としていた。 

 配乗にあたって日本人船員は、適切な技量を持つ資格者を選出することに加え、Ｇ社の研修所で２週

間のタンカー研修を行うなど、船員の資格及び技術の習得に関する教育訓練を順次実施に移しており、

一方、フィリピン人船員は、Ｋ社において所定の教育訓練を受けた後、Ｆ社を経由して派遣されている。 

２ 国際基準資格 

（１） 国際安全管理コード 

 国際安全管理コードは、平成５年１１月に国際連合の国際海事機関（以下「ＩＭＯ」という。）総会

において採択された決議Ａ．７４１（１８）船舶の安全運航と汚染防止のための国際安全管理コード

「 International Management Code for the Safe Operation Ships and for Pollution 

Prevention-International Safety Management」コード（以下「ＩＳＭコード」という。）で、１９

８７年英国における自動車運搬兼旅客船の転覆によって、乗客及び乗組員多数が死亡した海難に端を発

し、油送船の乗揚による多量の原油流出等の重大海難が続発したことから、海難防止策として船舶の安

全運航確保に対する重要性の認識が高まり、船舶に限らず会社の管理部門も対象にした取組みが必要と

判断され、ＩＭＯの海上安全委員会（ＭＳＣ）において制定されたものである。 

（２） 安全管理システム 

 ＩＳＭコードは、安全及び環境保護の方針並びに証書、検証及び監督等の各項目をもって構成され、

船舶の安全運航及び環境保護に関する安全管理のシステムを文書にし、これをセーフティマネージメン

トシステム（以下「ＳＭＳ」という。）と称している。 

 ＳＭＳは、安全及び環境保護の方針に関する狭義の安全管理マニュアル（以下「ＳＭＳマニュアル」

という。）並びに手順書までの管理文書と、管理記録とからなり、これらを総合したものが広義の安全

管理マニュアルに相当する。 

 Ｊ社及びダ号のＳＭＳマニュアルのうち、「水先人乗船中の注意」と題する記述の中には、「水先人は

船長の支援業務を行うにすぎず、水先人乗船中といえども、運航責任の所在は船長にある。また船長は、

水先人の義務を厳重に監視し、船舶の安全に万全を期さなければならない。」と明文化してある。 

（３） ダイヤモンドグレース及びＪ社 

の管理責任 

 ＩＳＭコードは、証書、証及び監督の項目を設け、その要点は、次のとおりである。 

 DOCUMENT OF COMPLIANCE FOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM（以下「ＤＯＣ」とい

う。）を発行された会社が船舶を運航すること、ＤＯＣはＩＳＭコードに適合していることを示す文書

であること、ＤＯＣ写は船長が検証を求められたとき提示できるように常時船内に備え置くこと、



SAFETY MANEGEMENT CERTIFICATE（以下「ＳＭＣ」という。）はＳＭＳマニュアルによって運

用されていることを示すものであること及び主官庁等はＳＭＳマニュアルが適正に運用されているか

について検証することなどである。 

 ところで、Ｊ社は、平成７年１２月２６日付で、日本海事協会からＤＯＣを発給され、同８年２月２

４日付で１年周期の検証を受け、また、ダ号は、同年３月２６日付で同協会からＳＭＣを与えられた船

舶となり、国際的なＩＳＭコードの要求に適合していることを明らかにしていた。 

 

３ 東京湾の水先概要 

１ 水先区、水先員数及び強制水先 

 東京湾に関わる水先区は、東京水先区、東京湾水先区覆び横須賀水先区があり、水先人数は順に１６

人、６５人及び１０４人の各規模で、各区ごとに水先人会を設立し、日本船舶でない総トン数３００ト

ン以上の船舶、日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数３００トン以上の日本船

舶のほか、総トン数１，０００トン以上の日本船舶を対象とした強制水先の制度があり、東京湾水先区

の横浜区及び横須賀水先区の横須賀区は３００トン強制区、横須賀水先区の東京湾区は１０，０００ト

ン強制区などと称されている。 

２ 横須賀水先区水先人会 

（１） 配乗及び就労制限 

 横須賀水先区水先人会は、配乗を指名制度によらず輪番制とし、水先人配乗マニュアル等により、余

裕のある配乗を行うこととする旨の目標を定めている。 

 就労制限については、巨大船のトン数別に経験年数をきょう導可能条件とする旨などを定めていたが、

同年数はいずれも１年から２年の範囲となっていた。 

（２） 水先約款による大型船の水先 

 水先法第２２条の２の規定に基づき、横須賀水先区水先人会の水先約款第７条には、「原則として総

トン数８０，０００トン以上若しくは貨物倉容積１３０，０００立方メートル以上のＬＮＧ運搬船又は

特殊な状況における船舶を水先する場合には、船長又は船舶所有者と協議の上他の水先人を同時に乗船

させることができる。」と規定し、大型のＬＮＧ船に対し水先人が２人乗船することを原則として運用

しているが、油送船については、１人乗船を原則とし、２人乗船の場合には、平成４年３月改正の海務

関係規程集で、名簿番号順位により、主副水先人を決定する旨を定め、水先人ごとに業務分担を決めて

いる。 

（３） 会則 

 横須賀水先区水先人会は、水先法第２２条の４に基づく運輸大臣認可の会則を作成し、同会則第３条

に同水先人会の目的を定め、同会則第２３条第１項には水先修業生の指導監督を会員の全員で行うもの

とし、実務修習計画を会長が定める旨と、同条第２項に水先修業生の実務修習要領について、別に定め

るところによると規定している。 

（４） 海務委員会 

 海務委員会は、会則施行細則第９条第２項に定められた業務に従い、操船技術面の注意事項などを会

員に周知するほか、海務関係規程集及び修業生指導心得（以下「海務関係マニュアル」という。）の作

成を担当し、海務関係マニュアルの１部は水先人が実際に船舶をきょう導する際に携帯する手帳（以下



「パイロットメモ」という。）にも参考資料として綴じ込まれていた。 

 海務関係マニュアルには、東京湾中ノ瀬（以下「中ノ瀬」という。）西方海域の北上時の運航につい

て、東京湾中ノ瀬Ａ、Ｂ両灯浮標（以下、灯浮標の名称については「東京湾中ノ瀬」を省略する。）を

結ぶ線から２０メートル等深線が約２００メートル西方に張り出し、同線の東方至近に水深１３．６メ

ートルの地点が存在するので注意を要する旨の指摘をしていたが、Ａ、Ｂ両灯浮標からの離隔距離につ

いては、具体的な数値を挙げるなどして示していなかった。 

 また、海務関係マニュアルには、制限水域の影響について、浅水影響を考慮し、船体沈下量に水深誤

差０．３７メートル、潮位誤差０．３５メートル及び安全余裕１．００メートルを加え、具体的余裕水

深を１．７２メートルとし、長さ３００メートルの船舶が中ノ瀬航路夏防付する場合、パイロットメモ

に基づき、水深（中ノ瀬航路の評価水深２１．０メートルプラス通航時の潮位）と船舶の速力を変化さ

せたときの計算結果を６ノットから１２ノットまで、１ノット刻みの数値表として掲げているが、側壁

影響については、触れていなかった。 

３ 安全管理 

 横須賀水先区水先人会では、安全管理について会則第２４条に継続的かつ定期的な健康管理を実施す

る旨の及び同第２５条に技術研修、関係資料の収集及び調査研究を行い、技術の維持向上に努める旨の

各規定を設け、次のような健康及び技能の各管理に取り組んでいる。 

 健康管理については、水先法第１０条第１項の規定に従って毎年身体検査を行うことにし、同法施行

規則第１０条第１項によって毎年１０月に行われるもののほか、毎年５月に人間ドックを含む定期健康

診断を個人的に実施し、会則に規定した「継続的かつ定期的な健康管理を実施する」に相当させている。 

 技能管理については、技能関係資料の収集及び調査研究の結果が、海務関係マニュアルなどの資料と

して表されているが、操船シミュレータを活用することなど技術研修に対する管理は行っていなかった。 

 

４ 受審人及び指定海難関係人 

１ 受審人Ａ 

 Ａ受審人は、平成４年１２月２２日横須賀水先区水先免許を取得するまでに、船長として総トン数５，

０００トン以上の船舶２１隻の乗船実績があり、翌５年１月１日から同水先区の水先業務を始め、本件

発生までの船舶のきょう導実績約１，１００隻のうち、全長２００メートル以上の巨大船４５９隻をき

ょう導していた。 

２ 指定海難関係人Ｂ 

 Ｂ指定海難関係人は、昭和４２年８月Ｌ社に入社して同６３年６月船長に昇格し、平成元年４月Ｐ社

の設立時から同４年７月にＪ社への商号変更時にかけて日本国籍の船舶の運航にあたり、同７年１２月

外国籍の船舶を運航するため、パナマ共和国の船長免許を取得し、船長に昇格してから本件発生時まで

ダ号を含めて１１隻、約６年２箇月にわたる乗船実歴を有していた。 

 

５ 東京湾中ノ瀬及びその付近の状況 

１ 概要 

 中ノ瀬は、第２海堡の北方約２海里のところを单端部とし、北方へ約４海里、東西約１．５海里にわ

たり、２０メートル等深線が楕円状をした海域で、その東側に昭和５７年度に沈船６隻を撤去して以降、



水深約２１メートルとなった中ノ瀬航路が隣接しており、楕円状海域の中に水深１５メートル以下の浅

所が散在し、中ノ瀬の最浅部が水深１２メートルで北端部にあり、その单西端付近には水深１３．２メ

ートルの浅所も存在するが、錨かきの良い好錨地でもあり、中ノ瀬とその西側海域の海底とでは２０メ

ートルから３０メートルの段差を生じ、その東側同航路水深との段差を合わせた海底傾斜面付近一帯が

好漁場となっている。 

２ 東京湾中ノ瀬Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ各灯浮標 

 千葉、木更津両港の港湾整備の進展及び京葉シーバースの建設並びに木更津への製鉄所の建設などで、

中ノ瀬東側を航行する船舶が増加し、かつ、中ノ瀬西側の船舶通航量も増えるのに対応し、灯浮標をも

って中ノ瀬の概略をほぼ１．５海里の等間隔で示すため、中ノ瀬单西端からその北端にかけて順に、Ａ、

Ｂ、Ｃ及びＤ各灯浮標が設置された。 

 これらの灯浮標は、いずれもレーダー反射器と船舶の灯浮標への衝突を検知するマーキング装置を備

えたもので、そのうち、Ｄ灯浮標はレーダービーコンと無線方位信号所を併設した標体形式Ｌ－７型と

称する最大級の灯浮標である。 

 

６ 進路警戒船 

１ 青葉丸 

 青葉丸は、Ｑ社が所有する総トン数１６６トンの鋼製引船で、Ｒ社製出力１，１４０キロワットの６

Ｌ２５ＨＸ型ディーゼル機関２基を装備し、航海速力が１５．２ノットで、前進曳航力４５トン、後進

曳航力４３トンの能力を有していた。 

 また、消火装置として、放出量毎分６，０００リットルの泡消火装置を、２，０００キログラムのド

ライケミカルを消火剤として使用する粉末消火装置をそれぞれ有し、海面流出油処理装置も一式備えて

いた。 

２ みおかぜ 

 みおかぜは、Ｓ社が所有し、Ｔ社が運航する総トン数３６トンの進路警戒船で、Ｕ社製出力３９７キ

ロワットの１２Ⅴ７１Ｔ１型ディーゼル機関２基を有し、航海速力が２６ノットで、警戒航路として浦

賀水道航路と中ノ瀬航路が指定され、進路及び側方警戒に当たり、第１種消防設備船に区分され、その

消防設備は放出量毎分１トンの消火装置で、泡原液の備付け量が１トンであった。 

 

７ 单航船の各船舶及び運航模様 

 平成９年７月２日午前９時５５分ごろ中ノ瀬西方海域の北方から来航していた单航船群は、第２海堡

灯台から３４１度（真方位、以下同じ。）７，５００メートルばかりのところに、同群の最单端に位置

する総トン数約４，０００トンの中国船ＹＯＵＤＡ２８（以下「Ｙ号」という。）があり、同船の右舷

船尾方近くに船名不詳の１，０００トン型貨物船（以下「不詳船」という。）が、Ｙ号の船尾方やや右

舷寄り約１，２５０メートルに水先人きょう導中の総トン数約１０，０００トンのペネローペ（以下「ペ

号」という。）が、ぺ号の後方約１，４５０メートルに水先人きょう導中の総トン数約８０，０００ト

ンのコンテナ船キルステン・マルスク（以下「キ号」という。）が続き、キ号の進路警戒船が約０．５

海里船首方にあって先導していた。 

 单航船群が、浦賀水道航路の西側通航路（以下、浦賀水道航路の東側通航路を「北航路」、同西側通



航路を「单航路」という。）の入口に向けて定針してからの各針路及び速力は、Ｙ号及び不詳船が１８

３度１３ノットばかり、ペ号が午前９時５７分ごろから１８２度１２ノットばかり及びキ号が同１０時

４分ごろから１８０度１２ノットばかりの速力で進行していた。 

 

８ 乗揚に至る経緯 

 ダ号は、ペルシャ湾と本邦間の原油輸送に従事する便宜置籍・混乗船で、Ｂ指定海難関係人ほか日本

人４人とフィリピン人２０人が乗り組み、原油２５７，０４２トンを積載し、船首１９．３９メートル

船尾１９．８５メートルの喫水をもって、平成９年６月１４日午前２時（現地時刻）アラブ首長国連邦

のダスアイランド港を発し、京浜港川崎区の京浜川崎シーバースに向かった。 

 Ｂ指定海難関係人は、翌７月２日午前６時４５分（日本標準時、以下同じ。）ごろ伊豆大島東单東方

沖合に達したとき、昇橋して操船の指揮にあたり、同８時から船橋当直者の三等航海士１人を操船補佐

に、操舵手１人を操舵にそれぞれ配置し、浦賀水道航路单口の单方３海里ばかりの水先人乗船地点に向

け、徐々に減速しながら進行した。 

 同９時Ｂ指定海難関係人は、船首をほぼ浦賀水道航路单口に向け、船首尾とも１９．５４メートルの

喫水をもって、速力を約８ノットに減じ、剱埼灯台から７０度５．５海里ばかりの地点で、青葉丸から

Ａ受審人を乗船させ、同人に操船要目などを記載したパイロットカードが操船用コンパス近くに置いて

あることを告げ、同人が同カードに目を通す時間もそこそこに操船を委ねた。 

 ところで、Ａ受審人は、喫水１８メートル以上の船舶のきょう導はこれまでにダ号を含めて８隻であ

ったが、中ノ瀬西側海域を航行するのはダ号が２回目で、当日の構須賀港の潮汐を基に、中ノ瀬航路第

５号灯浮標の到着予想時刻午前９時４５分ごろに相当する同航路付近の潮位３５センチメートル（以下

「センチ」という。）を求め、同航路の水深を２１．３５メートルと算出し、次いでパイロットメモに

あたり、水深２１．３５メートルの許容喫水は１２ノットのとき１８．５３メートルまでとなることを

読み取り、同航路の北上を断念した。 

 また、Ａ受審人は、Ａ灯浮標とＢ灯浮標とを結ぶ方位線が３５５度で、２０メートル等深線が同方位

線から西方に約２００メートル張り出していることも、２０メートル等深線がダ号にとって浅所となる

ことも知っており、更に、浦賀水道航路北口付近からの計画進路について、同航路北口の北航路中央付

近において、浦賀水道航路第６号灯浮標（以下、灯浮標名については「浦賀水道航路」を省略する。）

に並航したところで右転を開始し、船位を左方に偏位させながら針路を３５５度に定め、中ノ瀬各灯浮

標を２ケーブルないし３ケーブル離して北上する進路を基準としていた。 

 Ｂ指定海難関係人は、喫水が１７メートル以上の大型船で中ノ瀬西側海域を航行した実績がこれまで

に８回あり、Ａ灯浮標とＢ灯浮標の間に中ノ瀬の２０メートル等深線が張り出していることについて、

具体的には知らなかったが、同等深線の張り出した西端の東方に水深約１３メートルの浅所が存在して

いることを認識しており、また、浦賀水道航路北口からの計画進路で水先人を乗船させていないとき、

同航路北口の北航路中央付近において、針路を３４９度に定め、Ｂ灯浮標を約１，０００メートル離す

ようにしており、本件時も関係海図に３４９度の針路線を記載していた。 

 Ａ受審人は、みおかぜを浦賀水道航路内の進路警戒業務に、青葉丸を進路警戒業務にそれぞれ従事さ

せ、同航路内を同航する船舶の交通の流れに乗せることができるよう、増速に時間を要することを見込

み、速力約１３ノットを目途に上げるため、直ちにＢ指定海難関係人に対し、いったん航海全速力とす



る旨を伝えた。 

 これを受けて、Ｂ指定海某関係人は、機関制御室に増速する旨を連絡し、その後、機関回転数が６４

回転となったとき、約１３ノットの速力であることをＡ受審人に伝えたところ、同人からこの速力を維

持する旨の意向を聞いて、テレグラフレバーを同回転のところに止めて続航中、ＳＭＳマニュアルの狭

水道航行手順書等に従って、スタンバイ・エンジンの予定を余裕をもって機関長又は当直機関士に連絡

すること、船首に人員を配置すること、音響測深機を作動させ連続して測深する態勢をとること及び必

要に応じて船橋配置の増員を配慮することなどを行わずに進行した。 

 同９時１７分ごろＡ受審人は、浦賀水道航路に入航し、左舷方にはみおかぜを、右舷方には責葉丸を

それぞれ約０．５海里前方に配置して、約１２．６ノットの速力で同航路を北上し、同時４５分ごろ中

央第４号灯浮標と中央第５号灯浮標との中ほどに達したとき、同航路北口の北方０．５海里ばかりのと

ころに、東西に接近して並んだ２隻の漁船を視認し、みおかぜを急行させ、両漁船に対し水路を開ける

依頼をするよう指示した。 

 間もなく、Ａ受審人は、みおかぜから両漁船間を航行できる状況となる旨の報告を受け、東方に向か

った東側の漁船と西方に向かった西側の漁船との間に向け、緩やかな右回頭を行いながら北上中、その

ころ中ノ瀬西側海域北方から单航船群が続々と单下しているのを認め、いずれ同西側海域でこれらの各

船舶と互いに左舷を対して航過することを予想し、両漁船間を通過するのにわずかな右回頭惰力をつけ

た針路で進行した。 

 同９時５５分ごろＡ受審人は、第２海堡灯台から３１６度２，７００メートルばかりの地点で、第６

号灯浮標を右舷側約２００メートルに離して航過し、計画進路線から右偏していることを認めたものの、

３５５度を操舵手に指示し、みおかぜの進路警戒業務を解き、Ｂ指定海難関係人に港内半速力とするよ

う伝えたところ、同人から時間がかかる旨を聞かされ、ほぼ正船首約０．５海里に青葉丸を先導させ、

１分間に１度ばかりの右回頭をしながら北上を続け、同時５７分ごろ第２海堡灯台から３２４度３，４

００メートルばかりの地点に達したとき、針路が３５５度に整定された状況で続航した。 

 同９時５８分ごろＡ受審人は、左舷船首５度２，７５０メートルばかりに单下中のＹ号を認めたとき、

同船の船尾方に向けて左転し得る状況となったが、同一針路のままでも、中ノ瀬西側海域における制限

水域の影響を受けないまま何とか同浅所を替わして北上できるものと思い、同船に後続して单下中のペ

号及びキ号にも気を取られ、速やかに左転を命じず、Ｙ号の船尾方に向かう３５０度に転針する指令を

発して針路を適切に選定することなく進行した。 

 このころ、Ｂ指定海難関係人は、自らの予定針路である３４９度から右偏し、中ノ瀬西端付近の水深

約１３メートルの浅所に接航する針路となったまま航行していることを認めたが、付近海域の状況を熟

知しているＡ受審人に操船を任せておけば大丈夫と考え、同人に対し左転して同浅所を離す針路とする

よう要請しないまま、機関の回転数がスタンバイ・フルまで落ちる時間の見通しなどについて、機関制

御室との電話連絡などに当たっていたところ、同１０時１分半ごろＹ号が左舷側約４５０メートルのと

ころを通過した。 

 同１０時２分ごろＡ受審人は、Ａ灯浮標を右舷側約２００メートルに離して並航したころ、Ｂ指定海

難関係人からスタンバイ・エンジンが整えられた旨を聞き、京浜川崎シーバースまでの残航程を考慮し

て機関の回転数を極微速力前進に落とすよう同人に伝えた。 

 Ａ受審人は、きょう導を始めてから自ら舵角指示器を確かめず、Ｂ指定海難関係人ほか乗組員から操



舵状況についての情報も得られないまま、Ａ灯浮標に並んだころからダ号が海底傾斜の影響を受け、船

体が右舷側に吸引され、かつ、船首が左回頭モーメントを受けることにより、操舵手が左転を抑えよう

とし、舵を右舵一杯に繰り返しとって、保針に努めていることにも、ダ号が更に浅所に寄せられる進路

となって進行していることにも気付かず続航中、同１０時３分半ごろペ号が左舷側約５５０メートルの

ところを航過していた。 

 こうして、ダ号は、右方に２度ばかり吸引されながら３５７度の進路となって進行中、同１０時４分

第２海堡灯台から３３８度５，９００メートルばかりの地点において、船首を３５５度に向けたダ号の

右舷船首部船底が、原速力のまま、同灯台から３３９度６，１００メートルばかりの中ノ瀬西端にある

底質砂混じりの泥の浅所に乗り揚げた。 

 当時、天候は晴で風力５の单西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、潮高は約５０センチであった。 

 

９ 乗揚後の経過 

 Ｂ指定海難関係人は、乗揚の衝撃を感じ、右舷ウイングに出て船尾方を見たとき、ダ号がほぼ原速力

のまま北方に進行中、プロペラ放出流の中に多量の油が浮流しているのを認め、Ａ受審人にその旨を知

らせ、一等航海士に対し油タンクの異常の有無を確認するように指示し、間もなく一等航海士から１番、

２番及び３番の右舷各タンクのアレージ表示及びタンク内圧力に異常がある旨の報告を受け、横浜海上

保安部に本件発生を報告した。 

 積載原油は、Ｆ８３横置隔壁右舷船底付近の損傷部から船外へ流出したが、２番右舷タンク船底部か

ら海水が流入すると同時に同隔壁及びＦ７５横置隔壁の右舷船底部付近の損傷部から積載原油が空積

であった２番右舷タンクに入り、１番、２番及び３番の右舷各タンク内部圧力と船外の圧力が均一とな

ったところで、原油の流出は止まった。 

 その後Ａ受審人は、横浜海上保安部の指示により、ダ号の操船を行って、午前１０時４０分蛸根灯標

から６７度１．５海里ばかりの地点に錨泊した。 

 乗揚の結果、１番右舷タンクには、右舷後部船底外板Ｆ８３横置隔壁付近の湾曲部分に長さ約３メー

トル幅約５センチのき裂及び同所の船底部に長さ約４メートル幅約５センチのき裂を、２番右舷タンク

には、Ｆ８３横置隔壁下部付近に破口及び凹損、各フレームの船底横材の変形並びに船底外板の船底縦

材に沿っての波状の凹損、Ｆ７５横置隔壁下部湾曲部外板のき裂及び曲損を、１番右舷タンクの衝突隔

壁後方１メートルばかりの、右舷側船底部及び船底から船側部に至る箇所から３番右舷タンクにかけて

長さ約１６５メートル幅約１６メートルの凹損をそれぞれ生じた。 

 ダ号は、揚荷終了後、Ｃ社Ｗ製作所において、船体外部から、き裂部及び破口部へのウェッジの打込

み、特殊接着剤による防水加工及び防水補助ロールの取付け、大きなき裂端部にき裂進展防止用ダブラ

ープレートの水中溶接による取付けなど仮修理を行い、長崎港で仮修理の１部手直しを行った後、シン

ガポールのケッペル造船所に回航して本修理が施工された。 

 

１０ 事後の措置 

１ 流出油及び同油処理状況等 

（１） 流出油量 

 本件後、京浜川崎シーバースにおいて、社団法人日本海事検定協会及び財団法人新日本検定協会によ



る積荷原油の検量が行われ、約１，４００メトリック・トンの原油流出が判明した。 

（２） 対策本部等の設置 

 流出油の処理にあたっては、同日午前１１時海上保安庁長官を本部長とする警戒本部と第３管区海上

保安本部長を本部長とする連絡調整本部が、同日午後２時災害対策基本法に基づき、運輸大臣を本部長

とする非常災害対策本部がそれぞれ設置された。 

（３） 流出油処理状況 

 油の除去については、第３管区海上保安本部（以下「３管本部」という。）を初め、運輸省第２港湾

建設局（以下「第２港湾建設局」という。）及び地方公共団体などの関係各方面が巡視船艇等延べ３６

２隻及び航空機延べ２１機等を出動させ、油処理剤約１７５キロリットル等を使用して作業にあたり、

同月４日午後９時３０分ごろ同作業を終了した。 

２ 関係各方面の対応 

（１） 運輸省 

 運輸省においては、本件発生後、省内に「東京湾等輻輳海域における大型タンカー輸送の安全対策に

関する検討委員会」を設置して種々検討の結果、平成９年８月６日中間報告として次のとおり公表した。 

 船舶の構造要件として外航タンカーのダブルハルタンカーへの代替の促進、東京湾单航船の航行経路

の指導の徹底及び東京湾北航船の航行経路の指導、東京湾海上交通センター（以下「東京マーチス」と

いう。）における監視指導強化及び東京湾内の航行方法、すなわち、大型船の安全航行の確保の観点か

ら中ノ瀬西側海域の单航船及び北航船の整流方法についての航行安全対策、航路標識の改善等について

の航行環境の整備、訓練及び研修等を含めての水先の安全対策並びに防除資機材の配置及び活用体制の

見直し等である。 

 また、中・長期的施策としてはシングルハルタンカーの座礁事故時における油流出量低減策等の船舶

の構造要件、中ノ瀬航路の浚渫工事完了後の航行安全対策、航行環境の整備としての中ノ瀬航路の浚渫

工事及び浦賀水道航路の第３海堡の撤去工事の推進、油防除手法の研究・同体制の強化及び東京湾等特

定海域を航行する大型シングルハルタンカー抑制措置の可否を含めた方策の検討等である。 

（２） 海上保安庁 

 海上保安庁は、本件発生に鑑み、各関係先に対して警備救難部長名をもって、平成９年７月１１日付

「東京湾等輻輳海域における大型タンカーの当面の航行安全対策の徹底について」と題する文書を発し、

海上交通安全法等における航法及び講じるべき安全対策を再確認し、その励行を図ること、浅瀬等が存

在する海域の航行にあたっては、レーダー等を有効に利用して船位の確認に努め、また、適切な避険線

を設定し、安全な離隔距離の保持に努めること、船長と水先人との間で航行経路等について十分な打合

せを行い、意思の疎通を図ること及び進路警戒船等の適正かつ有効な運用を図ることなどを指示した。 

 これを受けて第３管区海上保安本部長は、同月１４日付「大型タンカー等の航行安全対策の徹底につ

いて」と題する文書で、同旨の内容のほか、東京湾における航行安全指導事項として針路の設定等入出

湾前の検討や東京マーチスとの連絡の保持などを各関係先に指示し、また、同年８月２８日付「東京湾

中ノ瀬西側海域における航法について」と題する文書で、同海域における船舶交通の安全を図るため、

同年９月１日から中ノ瀬西側海域を北上する喫水１７メートル以上の船舶については、Ａ、Ｂ、Ｃ及び

Ｄ各灯浮標を結んだ線から４００メートル以上離して航過し、单航船との安全な距離を保って航行する

こと及び同西側海域を航行する船舶は従来からの航法指導等を遵守することを指示した。 



（３） 運輸省第２港湾建設局 

 第２港湾建設局は、運輸省港湾局とともに平成８年３月東京湾港湾計画の基本構想を作成しており、

同構想において、東京湾の港湾整備の基本方針と主要施策の中で、東京湾の湾口部は狭隘となっており、

暗礁化した第３海堡が存在し、安全な船舶航行のための航路整備が課題となっている旨を指摘し、また、

中ノ瀬航路は水深が十分でないため、大型船が航行できず、单航する船舶で輻輳する海域を航行せざる

を得ない状況である旨を指摘したうえで、第３海堡の撤去、中ノ瀬航路の増深等による湾口航路の整備

を関係者との調整を図りつつ推進し、船舶航行の整流化及び湾内の航行安全性の向上を図るとしている。 

 また、大型の危険物積載船の入湾の抑制により、湾内の船舶航行の安全性の向上を図るため、大型船

による石油やガス等の受入れ基地の新たな整備にあたっては、東京湾外地域での配置の可能性について

検討するとしている。 

 前記基本構想に基づき第２港湾建設局は、東京湾口航路整備計画として中ノ瀬航路に対しては水深を

２３メートルまで浚渫し、第３海堡に対してはこれを撤去し、水深を２３メートルまで保つ工事を行う

ことについて、関係者の理解を得ることを前提に計画している。 

（４） 社団法人日本船主協会 

 日本船主協会は、運輸省海上交通局からは「再発防止のための対策」及び「総合的な安全対策」の検

討を、海上保安庁警備救難部からは「当面の航行安全対策」の周知徹底をそれぞれ要請され、直ちに実

施する安全対策及び今後の検討項目として「タンカー輸送の総合的安全対策について」と題する文書で、

同海上交通局及び同警備救難部に対して次のとおり回答した。 

 同協会は、輻輳海域における適切な航海当直体制を再確認し、東京湾等船舶輻輳海域航行の際の適切

な航法及び講じるべき安全対策等についても再確認し、ＩＳＭコードを速やかに実施し、進路警戒船の

活用方法、ＶＬＣＣの航行方式、相互理解のための大型船と小型船の相互の体験乗船の実施及び衝突・

座礁予防システムの開発などの輻輳海域等における事故再発防止のための航行安全対策、乗組員の教育

訓練の向上、船長と水先人との操船方法についての事前確認等の安全運航体制及び水先人の経歴等を考

慮した安全な配乗体制の確立などの水先に関する安全対策を検討するとしている。 

（５） 社団法人日本パイロット協会 

 社団法人日本パイロット協会（以下「日本パイロット協会」という。）は、本件発生後、平成９年８

月５日付「大型危険物積載船の航行安全対策について」と題する文書を作成し、今後の安全確保対策の

徹底について運輸省海上技術安全局長宛次のとおり報告した。 

 日本パイロット協会は、同協会内に設置する技術委員会及び安全管理委員会において、水先人個人の

資質に帰する要素及び水先人の業務体制など長年見直されていない各水先区共通の事項についての事

故防止の観点からの総合的な検討をし、このうち新入水先人に関する部分を抽出して新入会員説明会に

おける説明事項としている。 

 また、水先業務に通じた外部専門家の参画を得て、実質的な効果を得るための対策について研究する

とともに、技術委員会において水先人の立場から操船シミュレータ装置について調査研究し、同装置を

用いた訓練の有効性とその限界について検討するとしている。 

（６） 社団法人日本船長協会 

 社団法人日本船長協会（以下「日本船長協会」という。）は、本件発生に鑑み、東京湾における大型

油送船の航行安全対策を早急に策定し、事故の再発防止に努めることが社会に対する責務であるとした



Ｇ社からその業務を委託され、中ノ瀬西側海域を航行する際の航行安全対策の策定に資することを目的

とし、標準的な操船方法、操船支援システム及びブリッジ・リソース・マネージメント（以下「ＢＲＭ」

という。）訓練について検討し、平成９年１０月２８日付「東京湾におけるＮＹＫ大型タンカーの安全

航法等に関する調査検討委員会報告書（以下「ＮＹＫ調査報告書」という。）を作成しＧ社に提出した。 

 その中で、日本船長協会は、中ノ瀬西側海域を北上するＶＬＣＣの標準的操船方法としては、第６号

灯浮標を右舷正横２ケーブルに見る地点に達した際、Ａ灯浮標を約３ケーブル離すことになるよう針路

を３５５度に転じ、その際、機関の回転数を港内全速力に落とし、その後Ｂ、Ｃ及びＤ各灯浮標をそれ

ぞれ約３ケーブル離す針路とするよう提言したうえ、操船支援システムの導入については、瞬時に判断

可能な情報提供を多くし、分散された各種情報をできる限り集約表示して提供できることを１つの要件

とすべきであるとし、また、安全運航の目的達成のため、ヒューマンエラーを防止するためのＢＲＭ訓

練の必要性などを提示した。 

（７） 横須賀水先区水先人会 

 横須賀水先区水先人会は、本件発生後、同水先人会における大型危険物積載船の業務の安全確保対策

を次のとおり文書で日本パイロット協会に提出した。 

 大型危険物積載船の航行業務の実習を従前より多く取り入れ、実習には超大型船の操船シミュレーシ

ョンを取り入れるなどの新入水先人に対する教育訓練のあり方の改善、同水先人会が規定する「就労制

限要領」の船舶の水先業務についての制限につき、総トン数１００，０００トン以上の油送船の水先業

務は水先歴５年以上の水先人が行う旨の追加規定を設け、今後の安全対策の向上に資するとしている。 

（８） Ｇ社 

 Ｇ社は、本件発生の重大性に鑑み、同種事故の再発防止を図るため、日本船長協会に対し中ノ瀬西側

海域における標準的操船方法の策定、操船支援システムの導入及びＢＲＭ、すなわち船橋において利用

可能なすべての情報・資源を最適な方法で最も有効に活用することにより、乗組員（水先人、進路警戒

船等を含む。）のトータル・パフォーマンスを高め、より安全で効率的な運航を実現することを目的と

する訓練の導入を骨子とした安全航行等に関する調査検討を委託するとともに関係各社に対し、同調査

の提言を得るまでの間の緊急対策として次のとおり指示した。 

 東京湾における海上交通安全法適用海域にあっては、航海当直水準に関し、航海士及び甲板部員を１

人ずつ増員したうえ、船首に人員を配置することとし、中ノ瀬西側海域を北上する場合には、原則とし

てＡ、Ｂ及びＣ各灯浮標と３ケーブルの離隔距離を確保すること及び進路警戒船を使用するにあたって

は従来の使用方法に加えて航行の妨げとなる浅瀬の直上に同船を占位させるとしている。 

（９） Ｊ社 

 Ｊ社は、Ｇ社から緊急対策の指示を受け、その対応にあたり、自社の管理船舶が東京湾に順次入航す

る機会をとらえ、「検船」と称してＧ社の現役船長が水先人と共に管理船舶の該当船に乗船し、進路警

戒船を航行の妨げとなる浅瀬の直上に占位させるなど、該当船の船長指揮及び水先人のきょう導模様を

実地検分している。 

 これとは別に、Ｊ社は、独自に構築して承認を受けたＳＭＳマニュアルの、狭水道入航にあたっての

チェックリストに従い、前示該当船に安全運航の確認を行わせていたが、本件発生を契機に更に９０点

のチェック項目を設け、自社の船長経験者が検船を行うことにし、日本での揚荷のときからシンガポー

ルまで同該当船に同乗し、揚荷、出航及び航海の各状況を同チェックリストに基づき、１０段階のレベ



ルで評価し、全乗組員と安全に関する討論を行い、その報告を基に安全運航管理を強化して実施に移し

ている。 

（東京湾の周辺事情についての考察） 

１ 東京湾の船舶交通事情の概観 

１ 東京湾の船舶交通システムの調査検討 

（１） 社団法人日本海難防止協会における検討の推移 

① 海上交通安全委員会の検討概要 

 社団法人日本海難防止協会（以下「日海防」という。）は、昭和５１年度に海上交通安全システム委

員会を設け、我が国の港湾や沿岸における船舶の交通が輻輳を極め、船舶相互の衝突や他船避航等によ

る乗揚などの事故が懸念され、すでに大事故の発生も見られ、有効な海上安全システムの開発、整備が

必要とされるところから、基本的なシステムを検討し海難の防止に寄与するための調査研究に着手した。 

 以来、ネットワーク・シミュレーション手法を用い、交通管制についての問題点を取り上げるなど２

年間の調査研究を行って昭和５４年３月付完了報告書としてまとめた。 

② 東京湾安全調査委員会の検討概要 

 東京湾安全調査委員会は、昭和６３年７月に発生した潜水艦なだしお遊漁船第一富士丸衝突事件（以

下「なだしお・富士丸衝突事件」という。）を契機に設置されたもので、調査研究項目として、航路体

系及び航行環境に関するもの、管制及び指導に関するもの、海洋レジャー活動等の安全対策に関するも

のなどを挙げ、２年間にわたる調査研究の結果を平成３年３月付完了報告書にまとめた。 

 完了報告書の中で、航路体系は、横浜航路に向かう船舶を中ノ瀬航路経由として、中ノ瀬西側海域の

航行危険度を軽減しようと試みた準環流方式のほか、環流方式、右回り方式などが検討され、右回り方

式は船舶交通の大原則である右側通行に反することなど、船舶交通に大混乱を生じさせるため検討はし

ないことに決定したが、右回り方式を除くと、いずれも利点と難点とが混在して、提案を１つの方式に

絞ることができなかった。 

 一方、航行環境の整備のところでは、第一富士丸対策本部の「船舶航行の安全に関する対策要綱」の

中で、中ノ瀬航路の浅所浚渫と第３海堡の撤去とがうたわれていることを示したうえで、年間約１００

隻の深喫水船が変則的に中ノ瀬西側海域を航行しており、航行安全の面から問題になっているとし、同

航路の増深、拡幅及び同海堡の撤去等について要望した。 

（２） 法人東京湾海難防止協会における検討の推移 

 社団法人東京湾海難防止協会（以下「東海防」という。）は、日海防から提言された航路体系につい

て、実現可能な方策及び実現にあたり実務上生じる問題点を調査検討することとして、平成３年度に東

京湾の「航路体系調査検討会」を設置して検討し、「航行環境の整備が進捗していない現段階において

準環流方式による航路体系を採用することは、中ノ瀬航路出航船の横浜航路沖での横切り見合い関係の

増加と、大角度避航の困難性・危険性等の新たな問題が生じることとなり、実務的には現状の通航方式

が安全かつ良策である。」との結論を導いた。 

 東海防は、同４年度に「東京湾航行安全対策検討会」と「航路体系調査検討会」の名称を改めて前示

問題の調査検討を行うことにし、第１回同検討会で、提言されたすべての前提条件を一括検討しても、

結論を見いだすのは困難で、同条件の中で実現可能な点に的を絞り個別に検討するのが妥当であるとし、

「錨地問題分科会」及び「管制問題分科会」を設け、各分科会では航行環境改善に関する要望として、



中ノ瀬航路の増深・拡幅（２レーン）を行うこと、第３海堡を撤去すること、第１海堡、第２海堡間の

航行環境整備を行うこと及び中ノ瀬西側を０．５海里拡幅・増深して单本牧埋め立て工事区域の東側水

域幅１．５海里を２海里に拡幅することを指摘した。 

 東海防は、同５年度に「航法指導問題分科会」を新たに設けて検討し、錨地問題についてはおおむね

全湾的な検討を終了して同６年３月に報告書をまとめ、同報告書資料に浦賀水道航路における時間帯別

通航船舶状況（全長２０メートル以上の船舶について）と題し、東京マーチスにおいて、同４年レーダ

ーＰＰＩ表示の船舶映像を毎正時コンピュータ処理し、１年間の隻数を平均化して得られたデータをグ

ラフに表示した。 

 同グラフでは、北航路混雑のピークが午前６時で１時間当たり２２．２隻、そのうち中ノ瀬航路を北

上したのが１４．８隻、单航路混雑のピークが午後６時で１時間当たり３０．０隻、单航船の１日の隻

数は３１５．７隻で、本件発生時刻に近い午前１０時の单航船は１時間当たり１２．３隻と示している。 

 その後、東京湾航行安全対策検討会は、東京湾湾口部の入出湾船舶の航法、浦賀水道、中ノ瀬両航路

内の追越し問題などを検討したが、中ノ瀬航路の浚渫及び第３海堡撤去計画の具体化等諸般の都合によ

り、同８年度をもって中断された。 

２ 東京湾の漁業概況 

（１） 漁船漁業の特徴、漁船隻数及び同隻数増減の傾向 

 漁船漁業の特徴は、神奈川県と千葉県の間に境界線がなく、基本的には、両県の共有の海である認識

で調整を行い、操業していることである。 

 漁船隻数は、関係地方自治体別並びに動力漁船及び船外機付漁船別に、平成４年、同６年及び同７年

の実数が次表のようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁船隻数増減の傾向は、動力漁船について、同４年の隻数２，６２５隻に対して、同６年が２８３隻

減尐して２，３４２隻、同７年が４６６隻減尐して２，１５９隻となり、同４年の隻数を１００パーセ

ントとすると、同６年、７年の減尐率はそれぞれ１１パーセント及び１８パーセントの減尐傾向を示し、

漁船総隻数で見れば、同４年の隻数６，５５４隻に対して、同７年の隻数は３，８２２隻で、４２パー

セントに相当する２，７３２隻の減尐となり、船外機付漁船の場合、５６パーセントと隻数が激減して

いる。 

（２） 海上交通安全法による航路及びその付近の主な漁業の実態 

 漁業権漁業は、のりひび養殖等の区画漁業権及び漁業協同組合が共同利用して営むところの共同漁業

権が千葉県及び神奈川県の地先海面のほぼ一帯に許可されており、東京都には免許件数がなく、漁業権



自体が沿岸に免許されるもので、航路等には許可されていないことから、主な航路の航行には直接的な

障害になるものはない。 

 主な漁船漁業は、知事許可漁業の小型底びき網漁業、船びき網漁業、小型まき網漁業、固定式刺し網

漁業及び自由漁業に属するあなご筒漁業等である。 

 小型底びき網漁業は、許可隻数が神奈川県で１１７隻、千葉県で３７６隻となっており、許可条件と

しては５トン未満・２５馬力以下に制限され、しゃこ、かれい等を対象にして周年操業を行い、水深が

２０メートルより深いところで、中ノ瀬のところを除いた部分が主な好漁場である。 

 船びき網漁業は、許可隻数が神奈川県で９３隻、千葉県で４９１隻となっており、許可条件がなく漁

期以外は遊漁船業も兼ねて、かなりの高速力を有し、冬期１１月より４月まで東京湾を回遊する、さよ

りを対象に東京湾全域を漁場としている。 

 中小型まき網漁業は、許可隻数が、神奈川県で３１隻、千葉県で５２隻となっており、横須賀近辺の

漁民の場合、夏期はすずきを対象とする一方、いわし等を対象とするときは中ノ瀬から多摩川の河口ま

での間で行われ、千葉県では浦賀水道航路の北側及び单側でも操業する。 

 固定式刺し網は、許可隻数が神奈川県で５２６隻、千葉県で１４９隻となっており、主にかれい、す

ずきを対象魚とし、５トン未満の漁船で操業している。 

 あなご筒漁業は、正確な操業隻数の把握が困難であるが、神奈川県では８０から１００隻程度操業し

ていると推測され、中ノ瀬の周辺は、同漁業の好漁場となっている。 

３ 東京湾の遊漁船、カーフェリー及びプレジャーボートの概況 

（１） 遊漁船 

 遊漁船については、遊漁船業を営む者の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な

活動を促進して健全な発達を図るため、必要な措置を定めることにより、遊漁船の利用者の安全の確保

及び利便の増進並びに漁場の安定的な利用を確保することを目的とし、なだしお・富士丸衝突事件を契

機として「遊漁船業の適正化に関する法律」が成立し、平成元年１０月から施行された。 

 ところで、この法律は、その第３条で、遊漁船業を営もうとする者に対し、届出義務を課していると

ころから、水産庁が届出情報の効率的な管理及び利用を図ることを目的として遊漁船届出情報処理事業

を社団法人全国遊漁船業協会（以下「遊漁船業協会」という。）に委託している。 

 これを受けて遊漁船業協会は、各年度の事業結果の報告書として遊漁船業統計表を作成し、遊漁船の

隻数が次表のとおり示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） カーフェリー 

 東京湾には、カーフェリーの就航している港として京浜港東京区、同川崎区、木更津港、横須賀港久

里浜及び千葉県金谷の５港があり、長・中距離併せて８航路で、２２隻の船舶が就航していた。 

（３） プレジャーボート 

 平成９年３月のプレジャーボート全国実態調査結果によると、全国の水際で確認された艇数２０７，

６０２隻のうち、東京湾ではその総数１６，６６４隻を数え、そのうちマリーナ等で確認された艇が７，

６００隻、マリーナ等以外で確認された艇が１，１６８隻あり、放置艇が７，８９６隻であった。 

 これらの内訳は次のとおりである。 

 千葉県においては、マリーナ等で６９４隻、マリーナ等以外で２７２隻あり、放置艇が２，３３１隻

であった。 

 埼玉県においては、マリーナ等で１２３隻、マリーナ等以外で２８隻あり、放置艇が４６２隻であっ

た。 

 東京都においては、マリーナ等で９３４隻、マリーナ等以外で２２３隻あり、放置艇が１，２９８隻

であった。 

 神奈川県においては、マリーナ等で５，８４９隻、マリーナ等以外で６４５隻あり、放置艇が３，８

０５隻であった。 

 以上、東京湾の船舶交通事情を概観するうえで考慮するべき事項を取り上げた。 

２ 東京湾海上交通センター 

１ 設立の経緯及びその後の変遷概要 

 東京マーチスは、船舶の大型化、高速化、船種・船型の多様化とともに、東京湾における交通量も増

大する状況で、昭和４８年に海上交通安全法が施行され、同法に基づく航路管制と同法適用海域を航行

する船舶に情報提供などを行う機関として、同５２年に観音埼において運用を開始した。 

 その後、海上保安庁は、昭和５３年に東京湾中央部の海域を補足する目的で本牧レーダー局を、同５

８年に東京湾湾奥部海域補足のための浦安レーダー局をそれぞれ稼働させ、平成９年東京湾横断道路の

完成により、その構造物が既設の各レーダー局に与える影響を改善する目的で、木更津人工島に補助レ

ーダー局を設置した。 

 この間、東京マーチスは、なだしお・富士丸衝突事件を契機とし、同元年に東京マーチスヘ位置通報

を行うべき船舶を拡大する一方、東京湾周辺の気象現況のテレホンサービスを開始し、同２年に横須賀

港沖合の監視機能を強化するため、レーダー運用卓（以下「運用卓」という。）の増設を行い、同３年

外国船に対する安全策の一環として英語放送による情報提供業務を始めた。 

２ 主要装置の概要 

（１） レーダー装置等 

 スキャナーは、観音埼、本牧及び浦安の３局に、長さ６メートル幅３５センチの送受別スロット型を

使い、木更津人工島局では長さが同一で幅１５センチの送受兼用スロット型のものを現用とし、いずれ

も６秒に１回転の回転数で動かされている。 

 レーダー装置は、前示４局とも波長２センチ、パルス幅０．１マイクロ秒の波を使い、距離分解能１

５メートル、水平ビーム幅０．２５度、方位分解能左右０．２５度以上、最大探知距離１５キロメート

ルないし２０キロメートル、最小探知距離６０メートルの性能を有している。 



（２） レーダー映像量子化装置 

 レーダー映像量子化装置（以下「量子化装置」という。）は、記憶容量１メガバイトのコンピュータ

が組み込まれ、スキャナーが１回転するごとにレーダー装置から、あらかじめ設定した処理範囲内の映

像信号をデジタル化し、船舶映像の大きさ、中心位置、移動速度、予測位置等を演算処理し、レーダー

映像合成装置（以下「合成装置」という。）に出力するもので、映像追尾目標数が最大３００、処理映

像数が４００で、各局に対応した４つの装置がある。 

（３） レーダー映像合成装置 

 合成装置は、記憶容量５００メガバイトのコンピュータを使い、量子化装置から得られた船舶映像の

大きさ、中心位置、移動速度等の６秒ごとの追尾データを受け、各局の重複海域のデータについては偽

像除去の処理をしたうえ、所要範囲において卖一座標系に変換合成し、運用卓からの要求に応じて所要

の演算処理を行い、合成結果の追尾データとなる船舶動静データ、地形図データなどを運用卓へ送出す

ると同時に、処理済み画像情報の記録及び再生を行う。 

 合成装置の追尾データ規模は、量子化装置から入力できる追尾データが３００隻、運用卓へ出力する

船舶動静データが７００隻で、合成結果の追尾データを磁気ディスクに保存できる。 

（４） 情報管理装置 

 情報管理装置は、主記憶容量４メガバイト、記憶容量１３０メガバイトのコンピュータ２系列を用い、

東京マーチスで行う管制業務及び情報提供業務に必要な各種情報を総合的に管理するもので、管制計画

表の作成、管制状況、気象現況等の記録航行船舶情報の記録及び船舶固有データの登録など、各種デー

タベースの作成蓄積並びに管制計画卓、運用卓等からの要求に基づく検索処理、日報、月報などの統計

データ出力処理等のデータベース管理を行い、船舶固有データ登録数が１０，０００隻、航路通報デー

タの処理数が、いずれも１日当たりで、最大管理隻数２５０件及び最大入力隻数３５０件の能力を有し

ている。 

（５） 管制計画卓 

 管制計画卓は、記憶容量２０メガバイトのコンピュータが組み込まれ、運用管制官が、管制対象船舶

が航路に入航する前に船舶及び代理店等からの航路通報を受け、情報管理装置の情報と組み合わせ、事

前に管制計画を作成又は変更するための操作を行うものである。 

（６） レーダー運用卓 

 運用卓は、記憶容量１メガバイトのコンピュータが用いられ、運用管制官が、船舶動静の監視、航路

管制業務及びＶＨＦによる情報提供業務を総合的に行うため、次のＣＲＴディスプレイ、パネルディス

プレイ（以下「ＰＤ」という。）、キャラクターディスプレイ（以下「ＣＤ」という。）及び通信連絡の

各操作機能が配置されている。 

 ＣＲＴディスプレイは、１６インチの白黒ブラウン管で、ＰＰＩ表示モード、合成装置から目標デー

タ等を受けランダム走査方式で船舶、海岸線等を図形化して表示するグラフィックディスプレイ（以下

「ＧＤ」という。）モード及び両者混合のモードを有し、その３モードは任意に選択でき、レンジ切替

が８キロメートル（以下「キロ」という。）、１６キロ及び２４キロの表示区域に変更可能で、ＧＤモー

ドにおける表示誤差が、距離に対しプラスマイナス５パーセント又はプラスマイナス１ミリメートル

（以下「ミリ」という。）のいずれかの大きい値以下、方位についてはプラスマイナス１度以下と評価

されている。 



 ＰＤは、１４インチのカラーブラウン管が用いられ、ＧＤ上で任意に選択した船舶の著名物標からの

方位距離等の追尾目標等に関する各種の計測値が文字表示される。 

 ＣＤは、運用管制官が、キーボードを操作し、必要とする船舶固有のデータ、管制計画等の情報を情

報管理装置から引き出し、１４インチのカラーブラウン管上に表示させる。 

 通信連絡機能は、ＶＨＦ及び一般電話により、船舶及び関係先等との通信連絡を行うものである。 

３ グラフィックディスプレイの表示内容 

（１） 船舶の識別符号、大きさ、針路及び速力 

 船舶の識別符号であるＩＤは、船舶からの航路通報を受理し、管制計画作成時に、船舶を識別するた

めのものである。 

 船舶の大きさは、いずれも画面上の大きさにして、直径４ミリの大丸が全長１５０メートル以上の、

同２．７ミリの中丸が全長７０メートル以上１５０メートル未満の及び同１．３ミリの尐丸が全長２０

メートル以上７０メートル未満の各船舶とに分けられ、船舶のレーダー映像が、レーダー局に対して側

面、正面、後面又は斜面となるのに応じて、船舶の有効反射面積が異なり、各映像を量子化装置で処理

して大、中又は小各丸に分類されるとき、相当しない丸になることに加え、時間経過によって映像の大

きさも変化する状況に対しては、監視対象船としてＩＤを付与することにより、例え中丸の映像が全長

１５０メートル以上の船舶であったとしても、自動的に大丸表示される。 

（２） 延長ベクトル、特定地点からの方位距離、衝突関係となる船舶及び海岸線・航路・危険水域 

 延長ベクトルは選択した船舶に対する任意の時間後の船位を表し、特定地点からの方位距離は数値表

示を選択した船舶についてＰＤに表示され、衝突関係となる船舶は選択した船舶に２ミリ四方のマーク

が付き、同船舶と衝突関係になる船舶が点滅表示され、また、海岸線・航路・危険水域は点滅表示とな

っている。 

４ 船舶に提供するＶＨＦ通信 

（１） 概要及び情報提供の目的 

 東京マーチスは、運用管制官がＧＤ及びレーダーＰＰＩを監視中、船舶が危険な見合い関係又は乗揚

の危険を有する運航となる各状況を検知した場合、ＶＨＦにより対象船舶を呼び出し、見合い関係につ

いては他の船舶の動静、最接近予測時刻及び地点を、乗揚関係については乗揚危険場所までの距離、乗

揚のおそれのあることなど、運航上特に重要な各情報（以下、見合い関係の情報を「見合い情報」、乗

揚関係の情報を「乗揚情報」という。）を提供し、当該船舶の操船者の自主的な判断を援助している。 

（３） 見合い、乗揚両情報の対象船舶 

 見合い情報の対象船舶は、巨大船等の法定対象船舶、同船舶以外の総トン数１０，０００トン以上の

船舶及び総トン数１００トン以上で、かつ最大搭載人員が３０人以上の船舶であり、また、乗揚情報の

対象船舶は、ＧＤ画面上の中丸及び大丸表示の各船舶並びに喫水１７メートル以上の船舶である。 

３ 中ノ瀬西側海域の船舶交通事情 

１ 单航船群と出会った状況の確率評価 

 午前９時５８分のＧＤ画面の写真によると、Ｙ号の船首方には浦賀水道航路の单航路に入航した船舶

が１隻存在するだけで、同船舶とＹ号の距離的２．１海里の間に船舶映像はなく空白であり、また、同

１０時４分のＧＤ画面の写真では、キ号の船尾方約０．７海里までは空白で、单航船５隻は、その前後

に空白を開け、ほぼ１．６海里のなかに集団をなして单航していたことを示している。 



 １．６海里は１２ノットで進めば８分であり、Ｂ灯浮標及びＡ灯浮標に対するＹ号とキ号の正横時間

差は、おおよそこれと一致している。ダ号は、同１０時２分Ａ灯浮標に並航するころ、单航船群の５隻

といずれも左舷を対して航過することとなったが、キ号の進路警戒船が、ほぼキ号の船首方一定の距離

を先導し、自由な行動をしていないので、キ号と一体をなしているとみなし、進路警戒船を除く４隻の

单航船を確率評価の対象とする。 

 前示のように、浦賀水道航路の单航船は１時間当たり１２．３隻であり、これを平均到着率λとする

と、 

 λ＝１２．３／６０＝０．２０５隻／分 

となり、時間Ｔ分内にＫ隻くる確率は、ポアソン分布に従い、 

 

 

で与られる。 

 Ｔが８分では、λＴが１．６４隻となり、 

 Ｐ（０）＝０．１９４０，Ｐ（１）＝０．３１８２，Ｐ（２）＝０．２６０９， Ｐ（３）＝０．１

４２６，Ｐ（４）＝０．０５８５ Ｐ（５）＝０．０１９２，Ｐ（６）＝０．００５２，Ｐ（７）＝０．

００１２，Ｐ（８）＝０．０００３，Ｐ（９）＝０．００００ 

である。 

 同１０時ころの单航船は、８分間に平均１．６４隻到着するから、Ｐ（Ｋ）の中ではＰ（１）の値が

１番大きく、次いでＰ（２）、Ｐ（０）の順となっている。Ｐ（Ｋ）をＫが４以上について足し合わせ

ると、 

 

 

を得る。 

 すなわち、单航船が８分間に４隻以上到着する確率がほぼ１２分の１で、ダ号は、Ａ灯浮標に差し掛

かるとき１２回のきょう導で１回経験する確率の船舶交通事情に出会ったことになる。 

以下余白 

 

ＧＤ表示の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 本件発生地点付近に乗り揚げた過去の例及び深喫水船の中ノ瀬西側海域北上の隻数 

 本件発生地点付近に乗り揚げた過去の例は、昭和５０年６月４日午前８時１６分に発生した、載貨重

量トン数２３１，７９９トンの汽船栄光丸乗揚事件１件のみであった。 

 深喫水船の船舶が中ノ瀬西側海域を北上する隻数は、平成３年当時に年間ほぼ１００隻で、平成８年

の１年間は１３０隻であり、おおよそ３日に１隻北上している状況である。 

 

（主張に対する判断） 

船長側補佐人は、次の点について主張するので順に検討する。 

１ 行政指導が不十分で、不当、無謀な单航船群に左転を妨げられたとする主張について 

 中ノ瀬西側海域の船舶の運航に対し、三管本部は、「中ノ瀬西側海域を单航する船舶はＤ、Ｃ及びＢ

の各灯浮標を結んだ線から１，０００メートル以上離して航過すること」（以下「１，０００メートル

指導」という。）及び「西側海域に錨泊しようとする船舶は中ノ瀬Ｄ、Ｃ及びＢの各灯浮標を結んだ線

から、西側１海里以内の海域には、できる限り錨泊しないこと」（以下「錨泊自粛指導」という。）の行

政指導を行っている。 

 １，０００メートル指導は、栄光丸乗揚事件などを契機として設けられたもので、その後、单本牧ふ

頭の増設工事などのほか、同ふ頭に隣接したところにＨＲ、京浜港横浜区根岸の港口单方にはＮ４、Ｔ

Ｋ及びＮＲの各指定錨地が設けられ、錯泊自粛指導の１海里圏と各錨地の東側との海域を見ると、ＨＲ

東側の海域にほとんど余裕がなく、ＮＲの円周は最大で約２５０メートル錨泊自粛指導の１海里圏と重

複している。 

 更に、錨泊自粛区域は、やむを得ず錨泊する船舶があるほか、漁船、遊漁船、プレジャーボート及び

フェリー等が利用する海域でもあるから、相互の衝突を避ける单航船の運航模様は、常に１，０００メ

ートル指導を厳守できる状況とはなっておらず、同指導を強化すれば、かえって船舶交通に混乱を招く

ことになりかねない。 

 この点について、ＮＹＫ調査報告書では、ダ号のような深喫水船が中ノ瀬西側海域を北上する状況を

とらえ、この状況に対応する船舶の交通流を検討した結果によると、单航船の相当数が１，０００メー

トル指導に反して、東寄りの進路をとって单下している点が読み取れる。 

 次に、東京マーチスでレーダー探知した各船舶のデータには、レーダー性能上の誤差及び６秒ごとの

映像を量子化装置及び合成装置を通して処理するとき生じる誤差等が含まれている。 

 ダ号の運航模様では、ダ号の映像のＩＤが０５０で、ダ号の針路、速力及び測定基準点である第２海

堡灯台からの方位と距離で表示した船位を各要素とし、当日午前９時５５分から同１０時４分までの１

分ごとの各データを海図に転記し、各船位を直線で結ぶとジグザグとなって、実際のダ号の北上模様と

は異なり、また、プリントアウトされた数字の中には、同１０時の速力として１８．８ノットなど、か

け離れた数値が示されている。 

 よって、特定した船舶の動静を実情に近づけるためには、追尾する船舶映像の各データを系統的に時

間をかけ平滑化することが必要となるが、それでもなお過去のデータであるに過ぎず、管制できる物的

人的条件にも限界がある。 

 したがって、レーダー映像追尾による行政指導は、関係船舶の動静が明らかに衝突又は乗揚の危険を

予知できるときのみに実施されるものであり、運航上特に重要な情報を与え、当該船舶の操船者の自主



的な判断を援助することにあるとされているところからも、１，０００メートル指導の不十分を本件の

発生原因の一つにあげる同補佐人の主張は認め難い。 

２ 乗揚地点付近に灯浮標を設けていなかったことが、本件発生原因の１つである旨の主張について 

 本件発生地点付近に灯浮標を設置する点については、中ノ瀬西側海域の航行幅が諸事情により狭く、

同海域の利用が多種多様の船舶に及んでいることなどを踏まえると、同海域は深喫水船だけを対象とす

るゆとりを求め難い状況となっていることを配慮すべきである。 

 更に、Ａ、Ｂ両灯浮標は、中ノ瀬西縁の概位を示すに過ぎないもので、両灯浮標を結んだ直線が２０

メートル等深線を示しているものではない。深喫水船の操船者は、喫水に応じた余裕水深を確保するた

め、浅所に接近しないよう避険線を設定して進行するのが当然であって、本件当時もＢ灯浮標の方位線

及びＡ、Ｂ両灯浮標からのレーダー距離などを基準とした避険線を設けることにより、２０メートル等

深線を離す針路とすることは可能であったと認められる。 

 したがって、本件発生地点付近に灯浮標が設置されていれば、緊急避難的に乗揚を回避することがで

きたか若しくは乗り揚げてもその損傷は軽微となった旨の仮説などに基づく同補佐人の主張は認め難

い。 

３ 船長と水先人の関係の主張について 

 船長には、強制水先区のきょう導中などの諸条件を勘案すると、責任がないとする主張であるが、船

長と水先人の関係については、水先法及び同法関係法令並びに過去の判示事項に照らし、原因が不可抗

力のときを除き、強制、任意に関わらず船長責任の所在を全面否定していない。 

 更に、ＳＭＳマニュアルには、船長責任の所在を否定する事項に該当する内容は見当たらず、本件に

ついて船長に責任がなかったとする同補佐人の主張は認められない。 

 

（原因の考察） 

１ 制限水域の影響 

 制限水域の影響は、浅水影響と側壁影響とに分けて論じられている。 

 浅水影響は、船体抵抗の増加による速力の減尐、船体沈下、トリム変化及び旋回性能の悪化を招き、

プロペラ各翼の不規則な変動により異常な船体振動の原因ともなる。 

 側壁影響は、保針するのに側壁側に当て舵をとることになり、海底傾斜に対しても、側壁と同じ作用

が働き、１９３４年には英国で座礁事故が発生した際、船体が吸引されたとされており、更に６度尐々

の海底傾斜でも、低速力で進行中、当て舵３０度をとって保針できたとする模型実験結果がある。 

２ 東京湾中ノ瀬西側の海底傾斜及び同傾斜の影響 

 中ノ瀬西側海域は、２０メートル等深線を境とし、水深が西方に向かって深まっているが、本件発生

時刻の４分前から１分ごとの各船位付近において、測量原図の各水深に着目して大略の等深線を引き、

東西距離１００メートル卖位に対する水深の変化量を求めると、巨視的に午前１０時ごろ約０．２度、

同時１分ごろ約１．１度、同時２分ごろ約２．５度、同時３分ごろ約３．１度及び同時４分ごろ船首部

付近で約５．２度となり、また、ＮＹＫ調査報告書では独自に測深を行った結果、Ａ灯浮標の北方約１、

１００メートルの地点で、海底傾斜約６．４度と示していることのほか、これらの地点付近には、損傷

模様等から微視的に急傾斜のところが存在している。 

 海底傾斜の影響は、ダ号が、同１０時ごろＡ灯浮標の单方約７５０メートルの地点に達して４分後に



乗り揚げるまでの航程において、中ノ瀬西方海域の部分的に急傾斜を含んだ海底傾斜があること、同１

０時ごろから同時４分ごろにかけて、操舵手が右舵一杯と舵中央とを５回繰り返し、うち２回目で１０

秒程度右舵一杯を保ち、船首部の左転を阻止しようとしていたこと及び同１０時ごろから同時６分ごろ

まで、船体が右に寄せられている事実を総合し、右舷方に吸引作用があったものと認められる。 

３ 乗揚回避の可能性 

 ダ号は、中ノ瀬西側海域を北上中、本件発生の時間帯に单航船群の来航する頻度が、ポアソン分布に

より１２分の１の確率、換言すると单航船の平均到着時間が４．９分に１隻であり、８分以内でいうと

１隻ないし２隻と出会う状況が平均したものであるのに対し、４隻以上と出会う現象が頻繁に生じるも

のではなく、確率的には、たまに発生するという現象下にあったことになる。 

 午前９時５５分ごろダ号は、浦賀水道航路北口を出航した時点で、計画針路線より約２００メートル

右偏したまま、針路３５５度が命じられ、わずかな右回頭惰力を残した状態で進行し、同時５７分ごろ

針路が３５５度に定まり、同時５８分ごろ单航船群先頭のＹ号を左舷船首５度２，７５０メートルばか

りに認める地点に達していた。 

 このとき、ダ号が、Ｙ号の船尾方に向首し針路を３５０度に転じる目的で左舷を命じた場合、操舵手

の応答に個人差があっても、ダ号の運動性能から、２分後の同１０時ごろには３５０度に保針して進行

できる態勢であったものと認められ、かつ、左舷船首１１度１，２５０メートルばかりにＹ号を、左舷

船首３度２，７００メートルばかりにペ号を、右舷船首４度４，０５０メートルばかりにキ号をそれぞ

れ認める相対位置関係となり、キ号はＢ灯浮標に差し掛かる手前で、いまだ浦賀水道航路北口の单航路

に向首していないから、左舷側の船体部が多い船影を見せている状況であった。 

 かかる状況は、いずれもダ号の５度の左転を不可能と判断させるものではなく、午前１０時ごろから

針路を３５０度に保って北上すれば、その後約２度右方に吸引される海底傾斜の影響を受けたとしても、

本件発生地点付近から西方に約１５０メートル離れて航過することとなり、乗揚の回避が可能であった

ものと認められる。 

 したがって、午前９時５８分ごろ針路を３５０度に転じなかったことは、本件発生の原因となる。 

 なお、Ａ受審人とＢ指定海難関係人との間で、操船計画進路、スタンバイ・エンジンとする時機など

について、相互の意思疎通に行違いが生じていた点は、事実認定したとおりである。 

 本件については、原因としてこの点を摘示しなかったが、両人の意思疎通は安全運航上極めて重要で

あるから、相互に誤認が生じないよう、意向の伝達と了解を明確にしておかなくてはならない。 

 また、Ａ受審人が、浦賀水道航路北航路北口を出航してから舵角指示器を見るなりして、操舵状況を

確かめなかったこと、並びにＢ指定海難関係人が、ＳＭＳマニュアルの狭水道手順書等のチェック事項

にある、スタンバイ・エンジンの予定を余裕を持って機関長又は当直機関士に連絡すること、船首に人

員を配置すること、音響測深機を作動させ連続して測深する態勢をとること、必要に応じて船橋配置の

増員を配慮すること及び舵角指示器を見るなりして操舵状況を確認することなどを行っていなかった

ことは、いずれも安全運航を維持する上で基本的な事項を遵守していなかったことになるから、厳に慎

まなければならない。 

 

（原因） 

 本件乗揚は、京浜川崎シーバースに向け、東京湾の中ノ瀬西側海域を北上する際、針路の選定が不適



切で、中ノ瀬の２０メートル等深線西端付近の浅所に近寄る針路で進行したことに因って発生したもの

である。 

 運航が適切でなかったのは、船長が水先人に中ノ瀬西端付近の浅所を離すよう要請しなかったことと、

水先人が同浅所から離れる針路にしなかったこととによるものである。 

 

（受審人等の所為） 

 受審人Ａが、京浜川崎シーバースに向けダイヤモンドグレースをきょう導中、東京湾の中ノ瀬西側海

域を北上する場合、東京湾中ノ瀬Ａ灯浮標と同Ｂ灯浮標とを結ぶ線の西方に水深２０メートルの等深線

が２００メートルばかり張り出し、ダイヤモンドグレースにとって浅所となること及び浦賀水道航路北

口を出航するとき計画針路線から右偏していたことを知っていたのであるから、同浅所に近寄らないよ

う、ＹＯＵＤＡ２８の船尾方に向けて３５０度を指示するなど、同浅所から離れる針路を選定すべき注

意義務があったのに、これを怠り、同一針路のままでも、中ノ瀬西側海域における制限水域の影響を受

けないまま何とか同浅所を替わして北上できるものと思い、中ノ瀬西側海域を順次单下する船舶と左舷

を対して航過する状況に気を取られ、同浅所から離れる針路を選定しなかったことは職務上の過失であ

る。Ａ受審人の所為に対しては、海難等判法第４条第２項の規定により、同法第５条第１項第２号を適

用して同人の横須賀水先区水先の業務を１箇月停止する。 

 指定海難関係人Ｂが、水先人のきょう導のもと、東京湾の中ノ瀬西側海域を京浜川崎シーバースに向

かって北上中、針路が中ノ瀬西端の浅所付近に接航する状況となったことを認めた際、水先人に対し、

同浅所を離す針路とするよう要請しなかったことは本件発生の原因となるが、同人に対しては勧告する

までもない。 

 

（海難防止上の要望事項） 

 本件発生に伴う原油の流出量は、初期想定値の約１０分の１の量で済んだものの、東京湾の水産動植

物の被害ばかりか、同湾の周囲に人口が密集しており、かつ、危険物を扱う工場なども多数存在してい

るところから、一たび大量の原油流出事故が発生すれば、甚大な被害を与える危険性がある。 

 したがって、同種海難防止に対し、次に挙げる当面の対策を早期に実施することに加え、中・長期的

施策を講じて実施に移すことを要望する。 

 

１ 当面の対策 

 当面の対策としては、本件後に関係各方面で、本件発生地点付近に進路警戒船を占位させて活用する

など、すでに述べた諸事項を継涜して実施するとともに、以下の点を指摘する。 

１ 航行環境整備のための施策 

 航行環境整備の一環となる灯浮標については、本件発生地点付近に灯浮標を設ける提案及び浦賀水道

航路北口に向かって中ノ瀬西側海域を单下又は同北口を出航して北上する各船舶の交通を整流する灯

浮標（以下「整流灯浮標」という。）設置の必要性が指摘されている。 

 したがって、整流灯浮標の設置について検討することとなるが、中ノ瀬西側海域は、東西幅が約１．

５海里で、横浜根岸第１号灯浮標の单側に３箇所の指定錨地が設けられ、その他の錨泊船も存在するか

ら航行自由な海面が尐ないこと、中ノ瀬が喫水１０メートル程度までの船舶にとって航行可能な水深を



有し、錨かきの良い底質であること、中ノ瀬の周縁付近が好漁場であること並びにＡ、Ｂ、Ｃ及びＤ各

灯浮標は、ほぼ等間隔で中ノ瀬の西側周辺を表していることなどの諸条件を踏まえると、灯浮標を設け

た海域が灯浮標自体で狭められることに対しても配慮したうえで、单航船と北航船との交通を整流する

ための灯浮標の設置が望まれる。 

２ 水先業務水準の向上と活性化のための施策 

 横須賀水先区水先人会では、本件の重大性に鑑み、操船シミュレータによる訓練を導入し、新入水先

人に対する教育訓練のあり方を改善し、総トン数１００，０００トン以上の油送船の水先業務を水先歴

５年以上の水先人が行う追加規定を設け、今後の安全対策としているのであるが、新入水先人だけでな

く、次の点を考慮して水先業務水準の向上と活性化に資することが望まれる。 

 操船シミュレータによる訓練を新入水先人に限らず、中ノ瀬西側海域北上時、单航船の存在、海底傾

斜の影響など具体的に再現できるものを検討し、乗揚回避などの訓練の実施を順次試み、過去の教訓を

生かし、操船の基本精神を振り返る機会を設ける。 

 きょう導船舶の船長に対し、自らの操船計画を明瞭に伝え、同船長の操船計画と比較検討し、相互の

操船計画の確認にあたり、操船計画図を提示する手法などの活用を図る。 

３ 東京湾の海事関係者による相互理解の促進 

 東京湾内の交通事情が混雑している状況については、東京湾の周辺事情についての考察において、单

航船の１日当たりの隻数が３１５．７隻で、本件発生時刻に近い午前１０時には１時間当たり单航船１

２．３隻が通航していることなどを述べた。 

 このデータは、平成４年度のものであるが、１年間の隻数を平均化していること及びその後の経済成

長が低迷していることなどから、本件発生時点においても、おおよその船舶通航状況を表しているもの

と考えられる。 

 このような一般船舶の通航模様に漁船、遊漁船、カーフェリー及びプレジャーボート等が加わって、

交通事情が複雑になり、更に季節的に漁船の操業が盛んになると海面が狭められることになる。 

 一般船舶の操船者は、航行中の前路を漁船にふさがれた意識を持つ者もあり、漁ろう優先の意識がど

の程度あるのかなどについて、十分に理解しているとは考え難い。 

 横須賀水先区水先人会と神奈川県の漁業協同組合とは、毎年９月の安全強調月間において、互いに乗

船体験を実施しているが、相互にテーマを掲げて話し合う場は設けられていない。 

 したがって、横須賀水先区水先人会及び進路警戒船代表者並びに神奈川県、東京都及び千葉県の各漁

業協同組合等で定例的に協議の場を持ち、相互に理解を深めることが必要である。 

 その席においては、進路警戒船の漁船に対する意思表示の方法及び伝達手段などについて相互確認の

度を深め、漁業協同組合では、漁業概況、出漁見込み及び操業中の操船自由度などについて、情報を提

供することにより、航行安全に貢献することを期待する。 

４ 外国船等に対する指導の強化策 

 東京マーチスによる船舶の通航等に対する管制業務は、海難防止上、その重要性は高く評価できるも

のであり、欠くことのできない状況となっている。 

 東京マーチスの单航船群のデータによると、船名を特定できない船舶があったほか、ＶＨＦの通信連

絡手段のない船舶も存在する。 

 このことから、東京マーチスに限らず、船舶相互の意思疎通にとっても、中ノ瀬西側海域の单航船を



整流する上でも通信連絡の果たす役割はますます重要となる。 

 したがって、浦賀水道を航行する各船舶については、ＶＨＦの装備を推奨し、その活用を促進する手

段を前進させることが望まれる。 

 

２ 中・長期対策 

 中ノ瀬航路の浚渫及び第３海堡の撤去による東京湾内の交通システム改善策は、各方面で時間をかけ

て検討されてきたことを踏まえて、深喫水船が中ノ瀬西側海域を北上する暫定措置に終止符を打ち、同

海域の交通混雑を緩和し、かつ、第３海堡を撤去し航路を理想幅に近づけるべく、関係者の合意を得て

計画が早期に実施に移されることが望まれる。 

 なお、還流方式いわゆるロータリー方式又はラウンド・アバウト方式の交通システムを構築する点に

ついては、種々の問題点を含んで具体的な方式の結論に至っていない。 

 還流方式の理想像としては、巨大船にとっても旋回に無理のない曲率の海域があり、同一方向に２レ

ーン以上を設定できるなどの広さが必要と考えられ、中ノ瀬航路付近の海域が、单北に長く東西に短い

縦長の形状をしており、同航路を北上した船舶が、横浜又は横須賀方面に向かう場合、大角度の転針や

時間的な損失を生じ、東京湾内には、物理的に還流方式を可能とする海域の広さがない現状と考えられ

る。 

 したがって、長期的対策としては、東京湾内の船舶交通の混雑を緩和する点に関し、同湾湾口付近に

巨大船等のかかわる物流拠点の新設を検討することなどに対して着目することとなるが、東京湾を取り

巻く物流と交通のあるべき姿を総合的に検討する過程を経て、同拠点としては、湾奥から外れた船舶交

通の輻輳しない地域を選定することが望ましい。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 


